
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
案

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
象
条
文
一
覧
）

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
【
附
則
第
七
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１

○
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
【
附
則
第
八
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
３

○
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
【
附
則
第
九
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
４

○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
【
附
則
第
十
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
５

○
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
【
附
則
第
十
一
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６

○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
【
附
則
第
十
二
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
８

○
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
【
附
則
第
十
三
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
９

○
特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
【
附
則
第
十
四
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10

○
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
【
附
則
第
十
五
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
15
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原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
案

新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
【
附
則
第
七
条
関
係
】

改

正

案

現

行

（
法
人
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
囲
）

（
法
人
の
事
業
税
の
非
課
税
所
得
等
の
範
囲
）

第
七
十
二
条
の
五

道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収

第
七
十
二
条
の
五

道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
事
業
の
所
得
又
は
収

入
金
額
で
収
益
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
、
事
業
税
を

入
金
額
で
収
益
事
業
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
対
し
て
は
、
事
業
税
を

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

漁
船
保
険
組
合
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
、
信
用

五

漁
船
保
険
組
合
、
漁
船
保
険
中
央
会
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
、
信
用

保
証
協
会
、
農
業
信
用
基
金
協
会
、
漁
業
共
済
組
合
及
び
漁
業
共
済
組

保
証
協
会
、
農
業
信
用
基
金
協
会
、
漁
業
共
済
組
合
及
び
漁
業
共
済
組

合
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
都
道
府
県

合
連
合
会
、
農
業
共
済
組
合
及
び
農
業
共
済
組
合
連
合
会
、
都
道
府
県

農
業
会
議
、
全
国
農
業
会
議
所
、
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
、
農
業

農
業
会
議
、
全
国
農
業
会
議
所
、
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会
、
農
業

協
同
組
合
中
央
会
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
医
療
法
第
三
十
一
条
に

協
同
組
合
中
央
会
、
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
医
療
法
第
三
十
一
条
に

規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
に
該
当
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
設
置
す
る

規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
に
該
当
す
る
病
院
又
は
診
療
所
を
設
置
す
る

も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項

も
の
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項

及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第
五
項
に
お
い
て
「
特
定
農
業
協
同

及
び
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第
五
項
に
お
い
て
「
特
定
農
業
協
同

組
合
連
合
会
」
と
い
う
。
）
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
酒
造
組
合
及

組
合
連
合
会
」
と
い
う
。
）
、
中
小
企
業
団
体
中
央
会
、
酒
造
組
合
及

び
酒
造
組
合
連
合
会
、
酒
造
組
合
中
央
会
、
酒
販
組
合
及
び
酒
販
組
合

び
酒
造
組
合
連
合
会
、
酒
造
組
合
中
央
会
、
酒
販
組
合
及
び
酒
販
組
合

連
合
会
、
酒
販
組
合
中
央
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
商
工
組
合
及
び
商

連
合
会
、
酒
販
組
合
中
央
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
商
工
組
合
及
び
商

工
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
生
活
衛
生
同
業
組
合
及
び
生
活

工
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
生
活
衛
生
同
業
組
合
及
び
生
活

衛
生
同
業
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
輸
出
組
合
及
び
輸
入
組

衛
生
同
業
組
合
連
合
会
、
非
出
資
組
合
で
あ
る
輸
出
組
合
及
び
輸
入
組

合
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及
び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
、
全
国
健

合
、
国
民
健
康
保
険
組
合
及
び
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
、
全
国
健

康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
及
び
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
国
家
公

康
保
険
協
会
、
健
康
保
険
組
合
及
び
健
康
保
険
組
合
連
合
会
、
国
家
公

務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
共

務
員
共
済
組
合
及
び
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
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済
組
合
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
済
組

済
組
合
、
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
、
地
方
公
務
員
共
済
組

合
連
合
会
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、

合
連
合
会
、
地
方
議
会
議
員
共
済
会
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金
、

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共

済
事
業
団
、
厚
生
年
金
基
金
及
び
企
業
年
金
連
合
会
、
企
業
年
金
基
金

済
事
業
団
、
厚
生
年
金
基
金
及
び
企
業
年
金
連
合
会
、
企
業
年
金
基
金

、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会

、
石
炭
鉱
業
年
金
基
金
、
国
民
年
金
基
金
及
び
国
民
年
金
基
金
連
合
会

、
預
金
保
険
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
保
険
契
約

、
預
金
保
険
機
構
、
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
、
保
険
契
約

者
保
護
機
構
、
投
資
者
保
護
基
金
、
委
託
者
保
護
基
金
、
原
子
力
損
害

者
保
護
機
構
、
投
資
者
保
護
基
金
、
委
託
者
保
護
基
金
並
び
に
勤
労
者

賠
償
支
援
機
構
並
び
に
勤
労
者
財
産
形
成
基
金

財
産
形
成
基
金

六
～
十
一

（
略
）

六
～
十
一

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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○

行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
【
附
則
第
八
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

別
表
（
第
十
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
二
号
）

第
百
十
二
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
【
附
則
第
九
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
第
一

公
共
法
人
等
の
表
（
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

別
表
第
一

公
共
法
人
等
の
表
（
第
四
条
、
第
十
一
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法

健
康
保
険
組
合
連
合
会

健
康
保
険
組
合
連
合
会

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

七
号
）

七
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
【
附
則
第
十
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
第
二

公
益
法
人
等
の
表
（
第
二
条
、
第
三
条
、
第
三
十
七
条
、
第
六

別
表
第
二

公
益
法
人
等
の
表
（
第
二
条
、
第
三
条
、
第
三
十
七
条
、
第
六

十
六
条
関
係
）

十
六
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七

十
号
）

健
康
保
険
組
合
連
合
会

健
康
保
険
組
合
連
合
会

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

七
号
）

七
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○
消
費
税
法
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
【
附
則
第
十
一
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
六
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
条
、
第
六
十
条
関
係
）

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

一

次
の
表
に
掲
げ
る
法
人

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法

健
康
保
険
組
合

健
康
保
険
法

健
康
保
険
組
合
連
合
会

健
康
保
険
組
合
連
合
会

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

特
定
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
十

七
号
）

七
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
四
十
号
）
【
附
則
第
十
二
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
二
号
）

第
百
十
二
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
九
号
）
【
附
則
第
十
三
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
平
成

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
平
成

庫

十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

庫

十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
【
附
則
第
十
四
条
関
係
】

改

正

案

現

行

第
六
節

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計

第
六
節

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計

（
目
的
）

（
目
的
）

第
八
十
五
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
は
、
燃
料
安
定
供
給
対
策
、
エ

第
八
十
五
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
は
、
燃
料
安
定
供
給
対
策
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
、
電
源
立
地
対
策
、
電
源
利
用
対
策
及

ネ
ル
ギ
ー
需
給
構
造
高
度
化
対
策
、
電
源
立
地
対
策
及
び
電
源
利
用
対
策

び
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
対
策
の
経
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

の
経
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

こ
の
条
に
お
い
て
「
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
対
策
」
と
は
、
原
子
力
損

（
新
設
）

害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

号
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
機
構
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
行
う
原
子
力
損
害
の

賠
償
の
迅
速
か
つ
適
切
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
財
政
上
の
措
置
に
関

す
る
措
置
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計

へ
の
繰
入
れ

二

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
に
対
す
る
出
資

（
管
理
）

（
管
理
）

第
八
十
六
条

（
略
）

第
八
十
六
条

（
略
）

２

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
政
令
で
定
め

２

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
会
計
全
体
の
計
算
整
理
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
会
計
全
体
の
計
算
整
理
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
経
済
産
業
大
臣
が
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘

は
経
済
産
業
大
臣
が
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
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定
、
電
源
開
発
促
進
勘
定
又
は
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
及
び
所
掌
事

定
又
は
電
源
開
発
促
進
勘
定
及
び
所
掌
事
務
の
区
分
に
応
じ
所
管
大
臣
の

務
の
区
分
に
応
じ
所
管
大
臣
の
全
部
又
は
一
部
が
行
う
も
の
と
す
る
。

全
部
又
は
一
部
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
勘
定
区
分
）

（
勘
定
区
分
）

第
八
十
七
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
、

第
八
十
七
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
特
別
会
計
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
及

電
源
開
発
促
進
勘
定
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
区
分
す
る
。

び
電
源
開
発
促
進
勘
定
に
区
分
す
る
。

（
歳
入
及
び
歳
出
）

（
歳
入
及
び
歳
出
）

第
八
十
八
条

（
略
）

第
八
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
お
け
る
歳
入
及
び
歳
出
は
、
次
の
と
お

（
新
設
）

り
と
す
る
。

一

歳
入

イ

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
資
金
か
ら
の
受
入
金

ロ

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
資
金
か
ら
生
ず
る
収
入

ハ

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

ニ

借
入
金

ホ

証
券
の
発
行
収
入
金

ヘ

機
構
法
第
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
納
付
金

ト

附
属
雑
収
入

二

歳
出

イ

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
資
金
へ
の
繰
入
金

ロ

第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
債
整
理
基
金
特
別
会

計
へ
の
繰
入
金

ハ

借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子

ニ

証
券
の
償
還
金
及
び
利
子
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ホ

一
時
借
入
金
及
び
融
通
証
券
の
利
子

ヘ

証
券
及
び
融
通
証
券
の
発
行
及
び
償
還
に
関
す
る
諸
費

ト

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
へ
の
出
資
金

チ

事
務
取
扱
費

リ

附
属
諸
費

（
一
般
会
計
か
ら
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
へ
の
繰
入
対
象
経
費
）

第
九
十
一
条
の
二

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
お
け
る
一
般
会
計
か
ら

（
新
設
）

の
繰
入
対
象
経
費
は
、
同
勘
定
に
お
け
る
借
入
金
、
証
券
、
一
時
借
入
金

及
び
融
通
証
券
の
利
子
に
要
す
る
経
費
、
証
券
及
び
融
通
証
券
の
発
行
及

び
償
還
に
関
す
る
諸
費
に
要
す
る
経
費
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
へ

の
出
資
に
要
す
る
経
費
並
び
に
事
務
取
扱
費
に
要
す
る
経
費
と
す
る
。

（
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入

れ
）

第
九
十
一
条
の
三

機
構
法
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ

（
新
設
）

た
国
債
の
償
還
金
並
び
に
当
該
国
債
の
交
付
及
び
償
還
に
関
す
る
諸
費
の

支
出
に
必
要
な
金
額
は
、
毎
会
計
年
度
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
か

ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
の
借
入
金
又
は
証
券
に
つ
い
て
は
、
第
四

十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
資
金
）

第
九
十
二
条
の
二

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
原
子
力
損
害
賠
償
支
援

（
新
設
）

資
金
を
置
き
、
同
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
。

２

前
項
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
か
ら
の
繰
入
金
は
、
予
算
で
定
め
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
繰
り
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

３

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
資
金
は
、
第
九
十
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
へ
の
繰
入
れ
（
第
九
十
四
条
に
お
い
て
「

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
繰
入
れ
」
と
い
う
。
）
を
円
滑
に
実
施
す
る
た

め
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
予
算
で

定
め
る
金
額
を
限
り
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
の
歳
入
に
繰
り
入
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

４

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
資
金
の
受
払
い
は
、
財
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
の
歳
入
歳
出
外
と
し
て
経
理
す

る
も
の
と
す
る
。

（
借
入
金
対
象
経
費
等
）

（
借
入
金
対
象
経
費
等
）

第
九
十
四
条

（
略
）

第
九
十
四
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
お
け
る
借
入
金
対
象
経
費
は
、
国
債
整

（
新
設
）

理
基
金
特
別
会
計
繰
入
れ
に
要
す
る
費
用
と
す
る
。

４

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
お
い
て
、
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
繰

（
新
設
）

入
れ
に
要
す
る
費
用
の
財
源
に
充
て
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

同
勘
定
の
負
担
に
お
い
て
、
一
年
内
に
償
還
す
べ
き
証
券
を
発
行
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
証
券
の
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
予
算

を
も
っ
て
、
国
会
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
に
お
け
る
国
債
整

（
新
設
）

理
基
金
特
別
会
計
繰
入
れ
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
予
算
を
も
っ
て
国

会
の
議
決
を
経
た
金
額
を
限
度
と
し
て
、
同
勘
定
の
負
担
に
お
い
て
、
借

入
金
を
し
、
又
は
一
年
内
に
償
還
す
べ
き
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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６

第
二
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
証
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
第
二
項

第
三
条
第
二
項
第
五
号
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

第
五
号
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三

い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
第
五
号
中
「
借
入
れ
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
借

条
第
二
項
第
五
号
中
「
借
入
れ
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
借
入
れ
及
び
償
還

入
れ
及
び
償
還
並
び
に
当
該
年
度
に
発
行
を
予
定
す
る
証
券
の
発
行
及
び

並
び
に
当
該
年
度
に
発
行
を
予
定
す
る
証
券
の
発
行
及
び
」
と
、
第
十
六

」
と
、
第
十
六
条
中
「
融
通
証
券
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
及
び
融
通
証
券

条
中
「
融
通
証
券
」
と
あ
る
の
は
「
証
券
及
び
融
通
証
券
」
と
、
第
十
七

」
と
、
第
十
七
条
中
「
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
、
一
時
借
入
金
及
び

条
中
「
借
入
金
の
償
還
金
及
び
利
子
、
一
時
借
入
金
及
び
融
通
証
券
の
利

融
通
証
券
の
利
子
並
び
に
融
通
証
券
」
と
あ
る
の
は
「
借
入
金
及
び
証
券

子
並
び
に
融
通
証
券
」
と
あ
る
の
は
「
借
入
金
及
び
証
券
の
償
還
金
及
び

の
償
還
金
及
び
利
子
、
一
時
借
入
金
及
び
融
通
証
券
の
利
子
並
び
に
証
券

利
子
、
一
時
借
入
金
及
び
融
通
証
券
の
利
子
並
び
に
証
券
及
び
融
通
証
券

及
び
融
通
証
券
」
と
す
る
。

」
と
す
る
。

（
融
通
証
券
等
）

（
融
通
証
券
等
）

第
九
十
五
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
及
び
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
勘
定
に

第
九
十
五
条

エ
ネ
ル
ギ
ー
需
給
勘
定
に
お
い
て
は
、
融
通
証
券
を
発
行
す

お
い
て
は
、
融
通
証
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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○

公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
）
【
附
則
第
十
五
条
関
係
】

改

正

案

現

行

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

名
称

根
拠
法

名
称

根
拠
法

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成

（
新
設
）

二
十
三
年
法
律
第

号
）

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

国
立
大
学
法
人

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律

第
百
十
二
号
）

第
百
十
二
号
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


